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既に盛り込み
済みの意見

2

「自転車の聖地」という表現は
いいすぎだと感じる。「サッ
カーの聖地」だけでよいのでは
ないか？

（Ｐ６）静岡県内において地域によっ
ては、自転車に関する取組が盛んであ
るため、静岡県の自転車活用推進計画
では、「自転車の聖地」を掲げていま
す。そのため、静岡県の自転車活用推
進計画の概要説明のページについて
は、そのまま表現として残すようにし
ます。

3

路面標示（矢羽根）があること
はよいが、道路幅が狭かった
り、車道の内側にあるタイプが
あったりして、走行が少し怖い
場所がある。

（Ｐ４５）本市が実施している路面標
示（矢羽根）等は、国が策定した「安
全で快適な自転車利用環境創出ガイド
ライン」に沿ったものとなっており、
まずは、矢羽根の標示でネットワーク
を構築することを優先しています。し
かしながら、今回いただきました意見
と同様に走行に危険を感じる場所があ
りますので、道路幅が狭い場合の自転
車通行空間の整備手法について、警察
などの関係機関と協議し、対策を進め
てまいります。

既に盛り込み
済みの意見

1
「自転車利用者の保険加入の義
務化」が必要だと思う。

（Ｐ４７）藤枝市の自転車条例で定め
られており、取組として、自転車保険
加入義務化に関する周知啓発を当計画
に掲載しております。

既に盛り込み
済みの意見

意見の反映状況一覧

№ 意見の内容 市の考え方 反映結果

10

　　　            　　　　　　　　　施策担当課→市民活動団体支援室

「藤枝市自転車活用推進計画」（案）

パブリックコメントの結果

（１）意見提出者の数　　　　　　　 5

案件名

「藤枝市自転車活用推進計画」（案）に対し、ご意見をいただきありがとうございました。
提出された意見の内容（要約）及び意見に対する市の考え方は次のとおりです。

（５）その他（質問含む）　　　　　　

11

意見の反映状況

（２）提出された意見の数　　　　　

（１）反映した意見　　　　　　　　　

（２）既に盛り込み済みの意見　　　　　　

様式2

1

（３）今後の参考とする意見　　　　　

（４）反映できない意見　　　　　　　



8

自転車は車道の左側通行が原則
だが、道路幅が狭いところや路
側に白線がないところは、自動
車と接触したり、自動車の通行
を妨げないようにしたりするた
め、一時的に歩道を通行するこ
とがある。左側に歩道があれば
よいが、ない場合は、右側の歩
道に上がるために車道を横断せ
ざるを得ない。
また、河川の堤防道路において
も交差する道路を横断するため
の横断歩道がないところが多
く、自動車がなかなか途切れず
に無理な横断をせざるを得な
い。
以上のような箇所について横断
歩道を設置してほしい。

（Ｐ４５）ご意見いただきましたよう
な箇所については、安全に連続した自
転車通行ができるように警察などの関
係機関と協議しながら、整備手法を検
討してまいります。

既に盛り込み
済みの意見

6
シェアサイクルの拠点をもっと
増やしてほしい。

（Ｐ４９）シェアサイクルのステー
ションについては、実施主体である㈱
まちづくり藤枝と連携し、公共交通の
補完手段となるよう市内交通結節点や
拠点等を中心に拡大していく予定で
す。

既に盛り込み
済みの意見

7
シェアサイクルの返却予約もで
きるようにしてほしい。（空き
枠が少ないとヒヤヒヤする）

（Ｐ４９）返却予約については貸出開
始後アプリケーション内で可能となり
ます。使用方法について、市ホーム
ページ等でわかりやすく周知すること
に努めてまいります。また、ラック数
が不足していると考えられるステー
ションについては増設や近隣に補完可
能なステーションを設置するなど随時
対応を検討いたします。

既に盛り込み
済みの意見

既に盛り込み
済みの意見

4
駅北口側は路上駐車が多いの
で、自転車レーンを走れないこ
とがある。

（Ｐ４９）駅北口側の自転車通行帯に
ついては、荷下ろし等で停車すること
はありますが、一部駐車が認められて
いる区間を除き、駐車禁止となってお
ります。現在、当該箇所に設置済みの
路面標示は、国の基準が示される以前
に設置したもので、現在の基準に比べ
小さくわかりにくいものであるため、
現在の基準に合ったものへと更新しま
す。また、標示だけでなく、様々な方
法で駐車禁止を周知してまいります。

既に盛り込み
済みの意見

5

（Ｐ４９）駅北口側には民間の駐輪場
があり、藤枝駅周辺への自転車利用が
しやすい環境となっておりますので、
市営の駐輪場の計画はありません
が、。今後、自転車利用者数の動向を
注視し、まちづくりと合わせて駐輪場
不足にならないように取り組んでまい
ります。

駅周辺（北口側）に市営の駐輪
場をつくってほしい。
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11

「藤枝市自転車活用推進計画」
について、藤枝市民また自転車
愛好者として賛同する。「車社
会」を否定するのではなく、超
える理念としてすばらしい計画
（案）だと思う。戦後、「車社
会」を推進することによって社
会生活の効率性、利便性が向上
して経済的にも豊かな社会を作
り上げたことを否定するわけで
はないが、一方で住民の安全性
や環境にも負荷をあたえている
ものとなっている。ドイツで
は、道路の中央に歩道を作り、
同時に自転車通行帯を設けて、
車道は一方通行、１台通る幅に
抑える。このような試みを行っ
ているようだ。藤枝市において
も実験的に一部地域にこのよう
な道路（場所）を設けられれば
注目されるのではないだろう
か？

今後、新たに建設する都市計画道路等
については、歩道を作ると同時に自転
車通行帯を整備する予定です。ご意見
いただきましたような、新技術につい
ては、先進地の事例に注視し、本市に
おける安全で快適な自転車通行空間整
備への導入を研究してまいります。

反映した意見

既に盛り込み
済みの意見

9

瀬戸川沿いは公園が多く景色も
よいので、観光サイクリング道
路としての価値を上げるために
も、安全で快適な自転車環境が
ほしい。

（Ｐ４５）自然豊かな堤防道路をより
安全で快適に利用できるように舗装の
修繕や樹木の剪定などの道路の適切な
維持管理に努めてまいります。

10

「第３章　自転車に関する現
状、３．自転車利用環境、①自
転車通行空間ネットワークの整
備」において、歩道の切り下げ
をフラットにし、切り下げの段
差を減らす取り組みを希望す
る。その理由として、自転車で
店舗への進入等によりやむを得
ず歩道へ進む際に、歩道の切り
下げによる段差が大きいため、
自転車運転中に大きな衝撃を受
け、転倒のおそれがある。ま
た、切り下げの段差はベビー
カーで歩道を歩く際や幼児及び
高齢者にとってもふたんとなっ
ている。

（Ｐ４６）国が定めた「道路の移動等
円滑化に関するガイドライン」では、
車両の乗り入れ部を５ｃｍ、歩行者の
横断部を２ｃｍの段差を標準としてお
ります。自転車歩道通行可の標識があ
る場合など、自転車が歩道を通行でき
る場合がありますが、自転車に乗った
まま斜め方向から進入する場合、段差
によりハンドルを取られ、転倒するこ
とが考えられます。そのため、道路交
通法１７条の２にあるように、一旦、
歩道の直前で一時停止し、歩行者、段
差に注意して歩道に乗り入れていただ
くように周知する取組を検討します。

既に盛り込み
済みの意見

意志決定後の計画、策定案の内容

資料

・「藤枝市自転車活用推進計画」（案）

意見公表場所
市ホームページ・市役所行政情報コーナー・道路課・岡部支所・文化
センター・各地区交流センター・ふじえだ市民活動支援センター

電子メール doro@city.fujieda.shizuoka.jp

担　　当　　課 電話 ０５４－６４３－３１６９

藤枝市都市建設部基盤整備局道路課生活道路係　（担当者　滝井）
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